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福岡市の市街化調整区域における定住化促進の取り組みに関する研究 

ー 区域指定制度を中心として ー 
 

 

黒木 桃子 
 

1 研究の枠組み 
1.1 研究の背景と⽬的 
 開発⾏為が原則認められない市街化調整区域（以下、
調整区域）において、近年⼈⼝減少や少⼦⾼齢化によ
る集落の衰退が顕著に⾒受けられる。2000年の都市計
画法（以下、都計法）改正により、法34条11号、12号
（以下、3411条例、3412条例）が創設され、調整区域
においても⼀定の開発が認められるようになった。既
存集落内の⼟地について、都道府県等の条例により指
定する区域や⽤途の範囲内で開発許可の対象とするこ
とができる区域指定型の制度（以下、区域指定制度）
であり、全国で多様な運⽤が⾒られる。 

本研究は、調整区域の定住化促進に直接つながる住
宅供給を可能にする開発許可制度について、福岡市の
区域指定制度の運⽤実態を明らかにし、区域指定制度
を中⼼とした調整区域への定住化促進の効果と課題を明
らかにする。 
1.2 既往研究の整理と本研究の位置付け 

移住に関する研究は、主に市街地から離れた農⼭村
を扱ったものが多く、⾃治体主体の移住政策や、移住
者や地元住⺠のニーズを踏まえた移住者の受け⼊れ対
策の必要性を考察している1)~3)。⼀⽅、市街地近郊の調
整区域における移住促進に関する研究は、⽴地基準を
緩和する制度そのものを扱っており、移住者を対象と
したものは⼭⼝ら4)の研究が⾒られる程度である。中
でも区域指定制度に関しては、運⽤実態の分析から運
⽤の多様性を確認した上で、スプロール化問題や⽴地
環境保全の課題が指摘され、⼟地利⽤計画や対象区域
の制限、その他要件設定の必要性が指摘されている5)6)。 

本研究では、区域指定制度を限定的に運⽤する福岡
市を対象とし、移住者のニーズを踏まえて調整区域へ
の定住促進の知⾒を得るものとする。 
1.3 研究の構成と⽅法 
	 まず市への聞き取り調査(1)や市史、条⽂等市の資料
7)から福岡市が制定する開発許可制度について整理し、
制度の運⽤内容を把握する。次に区域指定制度に着⽬
して、制度を導⼊済み及び検討中の地域を対象に聞き
取り調査を⾏い、制度の運⽤実態や効果を整理する。

さらに区域指定制度の影響が最も表れている今津校区
の移住者に聞き取り調査を⾏い、調整区域への移住者
の実態を分析する。 
2 福岡市の市街化調整区域と住宅供給に関する開発
許可制度の概要 
 本章では、福岡市の調整区域の特性を分析した上で、
市が制定する開発許可制度について整理する。 
2.1 市街化調整区域の概要 

福岡市は、⼩呂島と⽞海島の約160haを除く全域が
都市計画区域に指定されている。⼈⼝は、全体では増
加を続けており開発圧⼒が依然⾼くなっているが、調
整区域では⼤きな変化はない（表１）。また、⼈⼝増加
にも関わらず市街化区域の⾯積が⼤きく拡⼤していな
い理由は、福岡市が⼀級河川を持たず⽔資源に乏しい
ことにあり、1976年の福岡市基本構想では「制御シス
テムを持つ都市」を掲げ、「市街化区域は原則としてほ
ぼ現状の⽔準に安定させる」としている10)。 

2.2 区域指定制度（都計法 34 条 11 号・12 号） 
	 1974 年に既存宅地制度が創設された。区域区分前か
ら宅地であった⼟地であることなどの⼀定条件を満た
せば、⼀部の建築⾏為については許可不要とする制度
である。しかし建築⽤途や公共基盤等の基準が適⽤さ
れないために、無秩序な市街化の原因となり、2000 年
の都計法改正にて廃⽌された 11)。同時に、区域や⽤途
等を定めて開発を許容する区域指定制度が創設された。 

福岡市は 2004 年に 3411 条例を制定した。同条例は
市街化区域の隣接近辺部で公共基盤が⼀定⽔準整備さ
れている集落において運⽤されるが、特に福岡市では、
区域内の主要な道路の要件を幅 6m 以上と厳格に条件
設定しており、結果的に今津校区の１事例に⽌まって
いる。2015 年には、3411 条例の条件を満たさない集
落においても活⽤することができる 3412 条例を制定
した。市は 3412 条例を制定するにあたって、他都市
の制定状況についてアンケート調査を⾏っている。ス
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表 1 福岡市の都市計画区域の⾯積と⼈⼝変遷（参考⽂献 8,9 を参照） 
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プロール化の問題や拡散型から集約型居住への転換、
制度内容の周知徹底の必要性といった課題が挙げられ
ている。これらを踏まえて福岡市は、対象となる区域
は指定既存集落(2)内に限定し、⼈⼝減少や地域の合意
形成等を要件として個別に区域を指定することとした
（図１）。3412 条例は東区志賀島校区と⻄区今津校区、
今宿校区で適⽤している。早良区では対象集落を含む
にも関わらず検討されていないが、主な理由として開
発が認められない⼟砂災害特別警戒区域や農振農⽤地
を含む集落が多いこと、住⺠個⼈の問題で賃貸化でき
る空き家が少ないことが挙げられた(3)。 
2.3 調整区域内地区計画制度（都計法 34 条 10 号） 
 調整区域における地区計画制度（以下、地区計画）
は、都計法 34 条各号に基づく開発⾏為等の適切な誘
導や開発後の良好な環境の維持・保全を図る役割と、
地区計画の決定そのものにより当該区域内における開
発⾏為等を可能とする役割がある。福岡市では、3411
条例と併⽤して⻄区今津校区で決定している。 
2.4 集落地区計画 （都計法 34 条第 10 号） 
	 地区計画の他、営農条件と調和のとれた良好な居住
環境の確保と適正な⼟地利⽤を図るため、既存集落や
新規宅地を誘導する区域において、公共施設や建築物
の整備等に関する⼀体的かつ総合的な都市計画として
定める制度として集落地区計画がある。福岡市では早
良区の⾦武・吉武校区で決定している。 
2.5 空き家の賃貸化制度（都計法 34 条 14 号） 
 住宅供給に関して敷地毎に許容するものとして、市
は 2014 年に「調整区域既存住宅賃貸化実施要綱（以

下、賃貸化制度）」を制定した 12)。調整区域では原則と
して認められない空き家の賃貸化を、⼀定要件を満た
すものについて許容するものだが、2017 年 7 ⽉の時点
で実施は３件にとどまっている(4)。この事例とは別に
今津校区で、空き家を活⽤した貸家創出による定住化
促進を⽬的とした市と NPO 法⼈わが家の 119 番との
協働事業が 2017 年に始まった。空き家調査で活⽤で
きそうな物件を抽出し、家主に交渉をして賃貸化する
ものである。移住希望者は今津の⾃然環境や⼦育て環
境等を評価する今津に⾎縁関係のない 22 世帯で、⼤
半が若年夫婦である。69 ⼾ある空き家のうち、賃貸化
が成⽴したのは 3 ⼾に⽌まっている。賃貸化未成⽴の
主な理由として、保守的な地域性や所有者の所在不明
などの家主都合によるもの、構造強度などの建物不適
格によるもの、事務処理の複雑さが挙げられている(5)。 
2.6 ⼩結 
 福岡市の区域指定制度は、地域の合意形成を要件と
し、個別に区域を指定することとしている。さらに
3411 条例は道路等公共基盤の要件、3412 条例は対象
となる区域の指定既存集落内への限定や⼈⼝減少など
の要件を定めて、厳密に運⽤している。 
3 区域指定制度の運⽤実態と定住化促進活動 
 本章では、区域指定制度を検討中の能古校区(6)と北
崎校区(7)、及び同制度を指定済みの志賀島校区(8)、今津
校区(9)、今宿校区(10)を対象に聞き取り調査を⾏った。
各校区の課題と、定住化促進活動の主体者、活動の内
容、制度導⼊の実態について整理する（表２）。特に許
可件数が多く、区域指定制度の影響が顕著な今津校区
に関してはさらに掘り下げて調査を⾏った。 
3.1 各校区の制度の導⼊と定住化促進活動の実態 

志賀島校区では⺠間企業が主導し、創業定住を掲げ、
事業者を優先して空き家を紹介している。主導者が、
実際に志賀島の空き家に転⼊した際のノウハウを活か
し、貸家ツアーや DIY ⼯具の貸し出し等を⾏っている。 
 能古校区は、建築家の⽔⾕元⽒を中⼼にまちづくり
協議会を発⾜し、空き家の活⽤に注⼒している。散策
ツアーやワークショップを開催して慎重にマッチング
を⾏っており、2014 年には賃貸化制度による移住が実
現した。3412 条例に関しても勉強会を重ねているが、
住⺠の意⾒の不⼀致等で制度導⼊には⾄っていない。 

今宿校区の⼈⼝は伊都区画整理事業により 20 年間
で 3,300 ⼈程増えているが、校区内でも調整区域に指
定されている上ノ原・⻘⽊地区では⼈⼝減少等が進⾏
している。地域間交流を⾏っている⻄区の北崎、今津、
今宿を含む「⻄部７校区」のまちづくり会議を通して、

鉄
道
駅

市街化区域 調整区域

1km

1km

ï ���N �Ž	Í

市街化区域から 1km範囲内で
50 戸以上連たんを形成する集落

・ 人口減少（1995 から）
　例）能古、北崎、志賀島、
　　　　今津（一部）

・  人口減少（1995 年から）
・  直近５年間でも人口減少  または
    高齢化率が調整区域の平均超
　　　例）今宿（一部）

・ 鉄道駅から１km
　範囲内に位置する

・ 人口増加
（1995 年から）

指定既存集落
（3412 条例対象）

指定既存集落
（3412 条例対象外）

指定既存集落B
（市街化区域から１km範囲内）

指定既存集落 A
（市街化区域から１km範囲外）

3411 条例対象区域例）今津（一部）

　　　　　  用途
第二種低層住宅専用地域並み
・戸建住宅・長屋
・共同住宅・店舗
・兼用住宅・空き家の賃貸化
（Bは長屋と共同住宅を除く）

　　建物形態制限
なし
・最低敷地面積 200 ㎡
・容積率 50%以下
・建ぺい率 40%以下
・高さ制限 10m　　等

 区域の最小単位
規定なし

概ね 50 戸連たん

区域内の道路要件
主要な道路が
幅 6m以上

なし

条例
3411
条例

3412
条例

図１ 区域指定制度の対象地の概要図 
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今津校区の区域指定制度の活⽤を参考に、今宿校区と
北崎校区も制度の導⼊に取り組んでいる。 
3.2 今津校区の制度の導⼊と定住化促進活動の実態 
  今津校区は、⼩学校の児童数の減少による廃校の危
機感が原動⼒となり、⾃治協議会を中⼼に制度の導⼊
に取り組んでいる。⼤原地区に対して 3411 条例を適
⽤し、同条例では制限できない建物⽤途や形態制限等
の規制を別途、地区計画で定めている。⽤途制限は⼾
建住宅、共同住宅、⼩規模店舗、空き家賃貸で、建物
形態は市が定める 3412 条例と同様の制限である。
3411 条例を導⼊した際のノウハウを活かして 3412 条
例は現在未指定の岡・本町地区でも市へ申請済みで、
ほぼ全域に 3412 条例が適⽤される予定である（図 2）。
区域指定制度に基づく開発許可件数は 3411 条例によ
る 24 件、3412 条例による 11 件で、特に先⾏して指
定した 3411 条例の区域では⼾建住宅の新築が続いて
いる。実際に⼈⼝と児童数は増加傾向にあり、区域指
定制度の効果が表れていると⾔える（表３）。 
3.3 ⼩結 

区域指定制度を適⽤及び検討する地域の特徴とし
て、⺠間企業による主導や、⾃治協議会⾃体や⾃治組
織同⼠の関係が⼀定程度機能している、校区の⼤半が
調整区域で⼈⼝減少傾向にある、以前から空き家の活

⽤を検討しているといった点が挙げられる。特に今津
校区における、3411 条例の成果による⽬に⾒える環境
の変化は、周辺住⺠や他校区の制度に関する理解を深
めるモデル地区としても捉えられる。また、区域指定
制度の限定的な運⽤は、市街地の拡⼤には影響してい
ないことも評価できる。 
4 市街化調整区域内の集落への移住者の実態 
 本章では調整区域への移住の実態を、移住者への聞
き取り調査に基づいて明らかにする。2018 年 11 ⽉ 12
⽇〜25 ⽇の期間に、他校区に先駆けて区域指定制度を
導⼊し、⼈⼝の増加などの成果も⾒られる今津校区の
なかで⼦育て世代の 21 世帯を対象とした。 
4.1 移住の実態と敷地選定の理由 

移住の際に活⽤した制度（⾯的に対象を指定する区
域指定制度、個別に許可が必要な賃貸化制度、その他
許可不要の開発⾏為等）に基づいて、今津との⾎縁関
係の有無と従前居住地、敷地の選定理由について整理
する（表 4、表 5）。また本調査では、区域指定制度は
既に移住済みの世帯が多い 3411 条例に限定している。 

調査対象のうち９世帯が 3411 条例による移住で、
全世帯が今津に⾎縁関係がなく、⼾建住宅の新築を理
由とした移住であった。今津の選択理由の⼤半が⾃然
環境であり、さらに低価格な広い⼟地があることが挙
げられた。 

賃貸化制度を介しての移住者は 3 世帯で、いずれも
今津に⾎縁関係がなく、すぐに⼊居できる賃貸住宅を
探していた。1 世帯は仕事の都合で県外からの移住だ
が、２世帯は実家や元の住まいの近隣で⾃然に近い暮
らしを求めており、市内からの移住である。 
 その他の移住者の 9 世帯のうち今津に⾎縁関係があ
る 6 世帯は、実家や親族の空き家や空地への転居であ
った。⾎縁関係のない３世帯のうち１世帯は中古住宅、
２世帯は新築であり、後者は広い⼟地を探していた。 

また新築した移住者の⼟地は、⼀般の建設会社等を
通して市場に出ている分譲地であることが多い（表 6）。
⼀⽅で、わずかに確認できた個⼈的な売買に関しては、
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200 m1/10000

大原地区

緑町地区

岡・本町地区

浜崎地区

大原地区（3411 条例対象区域）
2012：3411 条例適用
2013：1件
2014：3件　　
2015：8件
2016：5件
2017：3件
2018：1件
合計　24 件（全て戸建住宅）

浜崎地区（3412 条例対象区域）
2017：3412 条例適用、1件
2018：4件
合計　5件（戸建住宅 3件、別荘２件）

大原地区（341 条例対象区域）
2018：3412 条例適用、 6 件
合計　6件（全て戸建住宅）

指定既存集落
3411 条例対象区域
3412 条例対象区域

１km

運動公園

図 2 今津校区の区域指定制度の適⽤区域と開発許可の分布 
表 3 今津地区の⼈⼝と児童数推移（参考⽂献 13,14 を参照） 

表 2 各校区の定住化促進活動の実態 
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所有者や移住者が調整区域や区域指定制度に関する⼗
分な理解が及ばず難航したという声もあった。 
4.2 移住後の⽣活 

本節では、移住者への聞き取り調査に基づき、移住
後に感じた今津校区の利点と課題について整理する。 

利点として、野菜の譲り受けや⽴ち話を通して近所
付き合いが⽣じ、少⼈数学級の⼩学校や、原則⼊会す
る町内会の地域⾏事等で交流の幅が広がり、地区の特
性や慣習を理解できたという声が多い。特に⼦供が⼤
いに歓迎され、⾃然環境や教育環境を含めた⼦育ての
しやすさが評価されている。中でも 3411 条例の対象
区域には新築の住宅が並び、⼦育て世代が集まってい
るため、互いに⼦供の⾯倒を⾒合ったり集まって⾷事
をしたりする機会がある。「周辺に同世代が増えてより
住みやすくなった」との声が多く、「近隣に同世代がさ
らに増えることを期待して敷地を決めた」世帯もあっ
た。同世代の住⺠の増加が⾼く評価されている。 
 要望は、スーパーの⽴地やバスの増便といった、⽇
常⽣活に関するものが多い。また、仕事のために地域
⾏事の参加が難しく不安を感じている世帯や、過剰な
⾏事に負担に感じるという声も挙がった。 
4.2 ⼩結 

調整区域への移住に関して、新築を建てた移住者は、
主に⾃然環境や敷地の広さを重要視していた。3411 条
例と併せて決定した地区計画による建築形態の制限が
有効に機能していると⾔える。また、複数の移住者を
受け⼊れ可能なまとまった規模の分譲地や、市場に出
ていて購⼊しやすい分譲地であることも結果的に移住
に繋がっていると考えられる。賃貸化制度も即⼊居で
きる点が評価され、⼀部に需要があることが確認され
た。⼀⽅で、⽇常⽣活の不便さを指摘する声も複数聞
かれたが、その背景には調整区域であることも少なら

からず影響しており、調整区域内に居住するデメリッ
トが⼗分理解されていない可能性もある。 

移住後は、「⼦供が増える環境づくり」の共通認識や
町内会の運営が、移住者の受け⽫になっている。特に
移住者が集まっていることは、地域へ介⼊する際の不
安感を減らすことにつながっている。⼀⽅で、地域⾏
事への参加の⼤変さを感じる世帯もあった。 
5 まとめ 
 限定的に運⽤されている福岡市の区域指定制度は、
今までのところ市街地のスプロール化等の問題を⽣じ
させることなく⼀定程度機能していると⾔える。移住
者が増加する今津地区では、3412 による集落内の開発
許可に加え、3411 によるまとまった規模の分譲地の創
出、空き家の賃貸化など、結果的に移住者に多様な選
択肢を提供しており、制度を⼈⼝増につなげている。 

定住化の促進には、物理的な宅地供給だけでなく、
移住希望者が調整区域の豊かさと不便さ、集落の⽣活
の特性を理解できるような仕組み（具体的には散策ツ
アーやお試し居住等）も重要である。加えて、今津校
区⼤原地区の 3411 条例指定区域のように、⽬に⾒え
るかたちで移住者の増加が地区の⾵景の変化をもたら
すことも移住希望者の移住⽣活の具体化と既存住⺠の
制度の理解の深化につながると考えられる。 
 これらを踏まえて、対象区域を指定既存集落内に限
定して運⽤される 3412 条例による移住の実態を調査
することを今後の課題とする。>Ì
【補注】 
(1) 福岡市住宅都市局への聞き取り調査（2018. 6. 22、12. 7） 
(2) 線引きの⽇（福岡市は 1979 年 12 ⽉ 28 ⽇）前から独⽴して⼀体的な⽇常⽣活

圏を構成していると認められる⼤規模な集落であって、開発⾏為により市街化
を促進する恐れがないと市⻑が認めて指定したもの。福岡市は指定既存集落の
区域を線引きの⽇からほぼ変更していない。 

(3) 早良区企画課への聞き取り調査（2018. 12. 21） 
(4) 能古島定例会（2017. 7. 18） 
(5) NPO 法⼈わが家の 119 番への聞き取り調査（2018. 10. 5、2019. 1. 17） 
(6) 能古島みらいづくり協議会への聞き取り調査（2017. 5. 15、2018. 9. 5） 
(7) 北崎校区⾃治協議会への聞き取り調査（2018. 8. 20） 
(8) （株）UBSNA への聞き取り調査（2018. 5. 18、6. 8） 
(9) 今津校区⾃治協議会への聞き取り調査（2018. 7. 24） 
(10) 今宿校区⾃治協議会への聞き取り調査（2018. 10. 22） 
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表 5 移住者の敷地の選定理由（複数回答可） 

表 4 移住者の今津との⾎縁関係と従前居住地 

表 6 新築を建てた移住者が移住先の⼟地を知った契機 


